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令和８年度からの「朝学」実施および校時変更について 

 

平素より本校の教育活動にご理解とご協力を賜り、誠にありがとうございます。 

本校では令和８年度より、基礎学力の向上と学習習慣の定着を目的として、全学年で「朝学」を実施す

ることとなりました。 

これに伴い、登校時刻および校時について下記のとおり変更いたします。生徒一人ひとりの未来を見据

え、学習環境をより良いものにするための取組です。ご理解ならびにご協力を賜りますよう、よろしくお

願い申しあげます。 

 

記 

 

１．登校時刻の変更について 

令和８年度より、登校時刻を８時３５分に変更いたします。 

 

２．「準遅刻」制度の廃止について 

従来設けておりました「準遅刻」の区分は、令和８年度より廃止し、遅刻のみの扱いとなります。 

 

３．朝学の実施について 

朝学は下記の時間帯で実施いたします。 

８時４０分〜８時５０分 朝学 

８時５０分〜９時００分 ＳＨＲ 

 

４．校時（時間割）の変更について 

朝学導入に伴い、１限以降の授業時程が以下のとおり変更となります。 

１限め  ９：００〜 ９：５０ 

  …  

６限め １４：３５〜１５：２５ 

 

以上 


